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はじめに 

本報告書は、「海上運送法第１９条の２の２」及び「内航海運業法第２１条」

に基づき、令和５年度の輸送の安全にかかわる情報を公表するものです。 

事業者の安全に係る事項の透明性を向上させ、事業者の「輸送の安全の確保」

に対する意識を高め、海上輸送の安全の確保を図ることを目的としております。 
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１ 事故及び運航管理監査の状況 

（１） 船舶事故の発生状況 

令和５年度に海上運送法及び内航海運業法に基づき、船舶運航事業者から

報告された事故の発生件数は、対前年度比２６件（約２１％）増の１４９件

となりました。 

事故種類別の割合（直近過去３ヶ年平均）では、「衝突（岸壁等）」が全

体の約２６％を占めており、以下、「乗揚」が約２０％、「機関故障」及び

「衝突（船舶）」がそれぞれ約１９％となっています。 

                                                   （件） 

事故種類別 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

３年間 

の合計 

衝突(岸壁等) 38 29 39 106 

乗揚 21 26 35 82 

機関故障 28 18 32 78 

衝突(船舶) 24 35 19 78 

浸水 4 1 8 13 

油流出 6 4 1 11 

火災 2 3 5 10 

沈没 2 3 1 6 

漂流 2 0 1 3 

その他 8 4 8 20 

合計 135 123 149 407 

 

 

事故種類別の割合（直近過去３ヶ年平均） 

 

  

衝突（岸壁等） 

26%

乗揚 

20%

機関故障 

19%

衝突（船舶） 

19%

浸水他 

16%
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（２）船種別事故の発生状況 

① 旅客船 

令和５年度の旅客船の事故の発生件数は、対前年度比４４件（１００％）

増の８８件となりました。 

事故種類別の割合（直近過去３ヶ年平均）をみると、「衝突（岸壁等）」

が約３２％、「機関故障」が約３０％、「乗揚」が約１２％、「衝突（船

舶）」が約９％となっています。 

                            （件） 

事故種類別 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

３年間 

の合計 

衝突(岸壁等) 22 15 28 65 

機関故障 21 10 29 60 

乗揚 6 7 11 24 

衝突(船舶) 7 6 6 19 

浸水 2 1 5 8 

火災 2 2 2 6 

漂流 2 0 1 3 

油流出 3 0 0 3 

沈没 0 1 0 1 

その他 6 2 6 14 

合計 71 44 88 203 

 

 

旅客船の事故種類別の割合（直近過去３ヶ年平均） 

  

衝突（岸壁等） 

32%

機関故障 

30%

乗揚 

12%

衝突（船舶） 

9%

浸水他 

17%
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② 貨物船 

令和５年度の貨物船の事故の発生件数は、対前年度比１８件（約２３％）

減の６１件となりました。 

事故種類別の割合（直近過去３ヶ年平均）をみると、「衝突（船舶）」

が約２９％、「乗揚」が約２８％、「衝突（岸壁等）」が約２０％、「機

関故障」が約９％を占めています。 

（件） 

事故種類別 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

３年間 

の合計 

衝突(船舶) 17 29 13 59 

乗揚 15 19 24 58 

衝突(岸壁等) 16 14 11 41 

機関故障 7 8 3 18 

油流出 3 4 1 8 

沈没 2 2 1 5 

浸水 2 0 3 5 

火災 0 1 3 4 

漂流 0 0 0 0 

その他 2 2 2 6 

合計 64 79 61 204 

 

 

貨物船の事故種類別の割合（直近過去３ヶ年平均） 

 

 

  

衝突（船舶） 

29%

乗揚 

28%

衝突（岸壁等） 

20%

機関故障 

9%

浸水他 

14%
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（３）運航管理監査の実施状況 
令和５年度は、旅客船及び貨物船の船舶運航事業者の船舶及び事業場に対

して３,８９８件の運航管理監査を実施しました。 

監査の結果、行政処分又は行政指導を行った事業者は３６事業者であり、

うち１２事業者については、行政処分を行いました。 

 

運航管理監査の実施件数 

         （件） 

  令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

監査実施件数 

（うち事故発生時等の監査実施件数（注①）） 

1,371 

(53) 

2,016 

(77) 

3,898 

(73) 

注①：事故発生時等に緊急に行われる監査を実施した件数 

 

運航管理監査における行政処分等の件数 

（件） 

  令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

行政処分 

事業許可取消 0 1 0 

事業停止命令 0 1 0 

安全確保命令 3 7 12 

行政指導 14 23 24 
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令和５年度の運航管理監査における行政処分等によって講じさせた 

改善措置等の内訳（注②） 

 

注②：行政処分等を行う場合は、１件の行政処分等につき、複数の改善措置を事業者に

講じさせる場合もあることから、行政処分等の件数と処分等によって講じさせた

改善措置等の内訳の合計値は一致しない。 

 

 

※ 国土交通省では、適切な船舶の運航管理を通じ、旅客船及び貨物船の輸送の安全を確保

するため、全国62箇所の地方運輸局等に配置されている運航労務監理官が、通常時から定

期的に海上運送法及び内航海運業法に基づき、船舶運航事業者等に対してその業務に関す

る報告を求めるほか、船舶運航事業者等が運航する船舶及び事業場に対して運航管理監査

を実施しています。 

  特に、船舶事故が発生した場合等には、海上保安庁等と連携しつつ、迅速に特別監査と

称する運航管理監査を実施し、海上運送法又は内航海運業法の違反の有無の確認等を行

い、安全管理体制の再構築や運航管理の徹底等のため、法令に基づく関係者の処分や指導

など再発防止に努めています。 

 

  

 
安全確保

命令 
行政指導 

輸送の安全を確保する 

ための事業運営方針に 

関するもの 

安全方針、安全重点 

施策に関するもの 
1 0 

関係法令等の遵守に 

関するもの 
8 5 

輸送の安全を確保する 

ための事業管理体制に 

関するもの 

組織体制等、事業者 

管理体制に関するもの 
22 43 

経営責任者の責務に 

関するもの 
10 14 

輸送の安全を確保する 

ための事業管理方法に 

関するもの 

船舶の運航管理に 

関するもの 
37 41 

事故、災害等に係る 

対応に関するもの 
4 17 

安全教育、訓練に 

関するもの 
23 29 

その他 4 10 

事業法の規定（上記安全管理規程以外）に 

関するもの 
0 0 

合計 109 159 
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２ 安全確保命令に係る事項 

令和５年度は、「輸送の安全を阻害している事実がある」と認められた旅客

船を運航する１０事業者及び貨物船を運航する２事業者に対して、海上運送法

第１９条第２項又は内航海運業法第２０条第１項に基づき、「輸送の安全を確

保するため必要な措置」をとるよう命令を発し、改善措置が講じられたことを

確認しました。 

これら事案の概要については、以下のとおりです。 

 

事案１ 旅客船において、船舶の運航に必要な法定職員（機関長）が乗船し

ていない事案 

 

事業者  ： 五島旅客船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年６月１６日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和４年６月３０日、長崎県長崎市の一般旅客定期航路「郷ノ首～福江航

路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年２月７日か

ら同年４月５日にかけて、旅客船「ニューたいよう」（１０２トン）が、船

舶職員及び小型船舶操縦者法で定められた法定職員（機関長）を乗船させず

に運航していたこと等を確認した。 

 

【命令内容】 

1. 安全統括管理者兼運航管理者である経営トップは、安全管理規程第１７

条及び第１８条に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発

防止のため、安全管理規程第５１条に基づき、船舶職員及び小型船舶操

縦者法をはじめ、関係法令及び安全管理規程について、理解しやすい具

体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。 

2. 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切

な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管

理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するために、船舶職員及び小

型船舶操縦者法をはじめ、関係法令及び安全管理規程等の遵守について、

主体的に関与し、貴社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営するこ

と。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶職員及び小型

船舶操縦者法をはじめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹

底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、運航計画又は配船計画

を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交

通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第２３条に基づき、配乗計画を作成又は改
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定する場合は、法定職員並びに法定職員以外の乗組員及び予備員が適切

に確保されているか等について、その安全性を検討すること。 

7. 安全統括管理者兼運航管理者である経営トップは、安全管理規程第５１

条に基づき、運航管理員、陸上作業員、乗組員、安全管理に従事する者

等に対し、安全管理規程、船舶職員及び小型船舶操縦者法等の関係法令

等について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周

知徹底を図ること。 

8. 運航管理者は、安全管理規程第５４条に基づき、安全教育を行ったとき

は、その概要を記録簿に記録すること。 

9. 安全統括管理者兼運航管理者である経営トップは、安全管理規程第５５

条に基づき、「自己チェックリスト」等を参考に、関係者とともに、年

１回以上、自身の責務遂行状況や安全への取組み全般にわたり内部監査

を行うこと。 

10. 経営トップは、5．及び6．にかかる安全性の検討について、安全管理規

程第２１条第３項に基づき、関係責任者の意見を参考のうえ、実情を踏

まえた手順となるよう安全管理規程の見直しを行い、速やかに九州運輸

局に届け出ること。 

 

 

事案２ 旅客船が船舶安全法に基づく臨時検査を受検せずに運航していた事

案 

 

事業者  ： ＪＲ九州高速船株式会社（対外旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年６月２３日 

 所管局  ： 海事局（国土交通本省） 

 

【概要】 

令和５年２月１５日、福岡県福岡市の対外旅客定期航路「博多～釜山航路」

において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客船「QUEEN BEETLE」

（２，５８９トン）が、船舶安全法に基づく臨時検査の受検義務が生じてい

たにもかかわらず、未受検の状態で航行の用に供していたこと等を確認した。 

 

【命令内容】 

1. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５４条及び第５５条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係

法令及び安全管理規程等についての具体的な安全教育及び社長の支援

を得た事故に係る訓練を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。 

2. 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切

な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管

理規程第５条に基づき、輸送の安全を確保するために、船舶安全法をは

じめ、関係法令並びに安全管理規程の遵守及び安全最優先の原則の徹底

について、主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営するこ

と。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶安全法をはじ
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め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安

全管理規程の遵守を確実にすること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理その他

船舶による輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、船舶安全法を

はじめ、海事法令及び安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図

ること。また、船長と協力して、船舶の運航その他船舶による輸送の安

全を確保すること。 

5. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２３条に基づき、船舶の状況が

船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議によ

り、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。 

6. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２９条に基づき、協議の結果等

を記録すること。 

7. 船長は、安全管理規程第３５条に基づき、法令の定めるところにより、

発航前に適切な検査をすること。また、異常を発見したときは、直ちに、

運航管理者に異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた

措置を報告すること。 

8. 船長は、安全管理規程第４６条に基づき、自船に事故が発生したときは、

事故等の拡大防止のための措置等必要な措置を講じるとともに、事故等

の状況及び講じた措置を、速やかに、運航管理者及び海上保安官署等に

連絡すること。 

9. 安全統括管理者（運航管理者）は、安全管理規程第４８条に基づき、事

故等の発生を知ったときは、社長へ速報すること。また、社長及び安全

統括管理者は、事故等の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応

措置を講じること。 

10. 運航管理者は、安全管理規程第４９条に基づき、事故等の発生を知った

ときは、速やかに国土交通省及び海上保安庁にその概要及び事故等の処

理の状況を報告すること。 

11. 安全統括管理者は、海上運送法第１９条の２の３及び安全管理規程第６

１条に基づき、輸送の安全に係る情報（安全管理規程、安全重点施策）

を、適時、外部に対して公表すること。 

 

 

事案３ 旅客船において、運航の可否判断が適切に行われていない事案 

 

事業者  ： 名鉄海上観光船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年６月２７日 

 所管局  ： 中部運輸局 

 

【概要】 

令和５年２月２１日午後５時頃、愛知県知多郡南知多町の一般旅客定期航

路「篠島～日間賀島～河和」において、乗組員２名、乗客７名を乗せた旅客

船「はやぶさ２」（６８トン）が、愛知県知多半島沖を航行中、船首右舷ガ

ラスが破損し、破損部より海水が流入した。乗客等に怪我は無かった。 

 

【命令内容】 
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1. 経営トップは、事案の再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立

するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第４条に基づき、

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を徹底すること等について、主体的に関与し、安全マネジメ

ント体制を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５２条に基づき、関係法令及び安全管理規程について、理

解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図るこ

と。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確

実にすること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の

安全を図ること。 

5. 船長は、安全管理規程第２４条に基づき、適時、運航の可否判断を行い、

気象・海象が一定の条件に達するおそれがあると認めるときは、運航中

止の措置をとること。また、船長は、運航中止に係る判断が困難である

と認めるときは、運航管理者と協議するとともに、船長及び運航管理者

は、運航中止に係る協議において、両者の意見が異なるときは、運航を

中止すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第２５条に基づき、運航基準の定めるとこ

ろにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長に

対して、運航中止を指示すること。また、運航管理者は、いかなる場合

においても、船長に対して、発航等を促さないこと。 

7. 経営トップ又は安全統括管理者は、安全管理規程第２６条に基づき、運

航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入

手した場合は、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促すこと。 

8. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条に基づき、運航中止基準

に係る情報、運航の可否判断の協議の結果等を適切に記録すること。 

9. 運航管理者は、安全管理規程第２９条に基づき、気象・海象に関する情

報を把握し、必要に応じ、船長に連絡すること。 

10. 船長は、安全管理規程第３０条に基づき、把握した気象・海象に関する

情報を、必要に応じ、運航管理者に連絡すること。 

11. 船長は、安全管理規程第３７条に基づき、作業基準に従い、乗組員に旅

客室等を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項

の遵守状況その他異常の有無を確認させること。 

 

 

事案４ 貨物船が他船に衝突した事故及び船舶の運航に必要な法定職員（機

関長）が乗船していない事案 

 

事業者  ： 盛徳海運建設株式会社（内航海運業） 
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 発出年月日： 令和５年８月３日 

 所管局  ： 中部運輸局 

 

【概要】 

令和５年２月２日午後７時頃、乗組員５名で、石灰石を積載した貨物船「せ

いりゅう」（７１６トン）が、愛媛県来島海峡付近を航行中、他船に衝突し

た。本船の乗組員１名が死亡、１名が行方不明となった。 

内航海運業法に基づく監査を実施したところ、船舶職員及び小型船舶操縦

者法で定められた法定職員（機関長）が乗船していないこと等を確認した。 

 

【命令内容】 

1. 経営トップは、事案の再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立

するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第４条に基づき、

輸送の安全を確保するため、船舶職員及び小型船舶操縦者法をはじめ、

関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底について、

主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶職員及び小型

船舶操縦者法をはじめ、関係法令等の遵守と安全最優先の原則を社内へ

徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船舶所有者等と協力し

て輸送の安全を図ること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、運航計画又は配船計画

を作成又は改正する場合は、乗組員の適切な労働時間など安全性の確保

等について検討すること。また、運航管理者は、乗組員の適切な労働時

間について、船舶所有者等を通じて確認すること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、船舶所有者等が作成又

は改定した配乗計画について、適切なものとなっているかを確認し、支

障があると認められる場合は、船舶所有者等に対して配乗計画を改定す

るよう助言すること。 

6. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４７条に基づき、船

舶所有者等および乗組員等に対し、安全管理規程、船舶職員及び小型船

舶操縦者法をはじめ、関係法令その他輸送の安全を確保するために必要

と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に

実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第５０条

に基づき、その概要を記録簿に記録すること。 

7. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４９条に基づき、経

営トップの支援を得て年１回以上事故処理に関する訓練を実施するよ

う適切に措置するとともに、運航管理者は、同規程第５０条に基づき、

その概要を記録簿に記録すること。 

 

 

事案５ 旅客船において、乗下船する旅客の誘導を行う船内作業員が配置さ

れていない事案 
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事業者  ： 瀬戸内町（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年９月１１日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和４年１２月３日午前８時頃、鹿児島県瀬戸内町の一般旅客定期航路

「瀬相～古仁屋～生間」において、フェリー「かけろま」（１９７トン）が、

古仁屋港接岸後、下船中の旅客が転倒する事故が発生した。乗客１名が負傷

した。 

 

 

【命令内容】 

1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１６条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を職員及び 乗組員に徹底するとともに、安全管理規

程の遵守を確実にすること。 

2. 運航管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶の運航管理その他

の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を

確実にして、その実施の確保を図ること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１６条及び第１７条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同

規程第４９条に基づき、乗組員に対し、関係法令及び安全管理規程等に

ついて、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹 

底を図るとともに、運航管理者は、同規程第５２条に基づき、その概要

を記録簿に記録すること。 

4. 船長は、安全管理規程第３１条及び作業基準第２条に基づき、船内作業

員を適切に配置すること。 

5. 船長は、安全管理規程第３３条、作業基準第４条及び第１９条に基づき、

船内作業指揮者の指揮の下、船内作業員に適切な旅客の下船に係る作業

を実施させること。 

 

 

事案６ 旅客船が岸壁に接触した事故 

 

事業者  ： 株式会社ブルームーンマリーン（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年１１月１５日 

 所管局  ： 関東運輸局 

 

【概要】 

令和５年４月４日１８時頃、東京都港区の旅客不定期航路「東京湾内周遊」

において、乗組員９名（サービススタッフ７名を含む）、乗客１１４名を乗

せた旅客船「Celebrity Cruise Ⅱ」（１４５トン）が、晴海ふ頭付近を航行

中、見張りを適切に行っていなかったため、本船左舷後方部が晴海ふ頭岸壁

に接触した。乗客等に怪我は無かった。 
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【命令内容】 

1. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同

規程第４６条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規

程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その

周知徹底を図ること。 

2． 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切

な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管

理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するために、海上運送法をは

じめ、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則について主

体的に関与し、安全マネジメント態勢を構築すること。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安

全管理規程の遵守を確実にすること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして

その実施を図るとともに、船内作業員を指揮監督すること。 

5. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２７条及び運航基準第５条に基

づき、運航中止基準に係る情報、運航の可否判断並びに運航中止の措置

等について確実に記録すること。 

6. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条及び作業基準第４条に基

づき、出航前に、乗船した旅客数の把握を確実に行うこと。 

7. 安全統括管理者は、安全管理規程第３５条に基づき、アルコール検知器

を用いたアルコール検査体制を確実に構築すること。 

8. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４６条に基づき、運

航管理補助者等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確

保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安

全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、

同規程第４８条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。 

9. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４７条に基づき、経

営トップの支援を得て事故処理に関する訓練を計画し、年１回以上実施

するとともに、運航管理者は、同規程第４８条に基づき、その概要を記

録簿に記録すること。 

10. 船長は、運航基準第１１条に基づき、入港連絡等を確実に実施すること。 

 

 

事案７ 旅客船が基準経路を逸脱し、暗礁に乗り揚げた事故 

 

事業者  ： 有限会社安栄観光（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年２月２１日 

 所管局  ： 内閣府沖縄総合事務局 

 

【概要】 

令和５年９月１８日１３時頃、沖縄県石垣市の一般旅客定期航路「石垣～

大原航路」において、乗組員３名、旅客２９名を乗せた旅客船「うみかじ２」
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（１２０トン）が、同県竹富島沖を航行中、基準経路から逸脱して航行し、

暗礁に乗り揚げた。乗客等に怪我は無かった。 

 

【命令内容】 

1. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同

規定第５０条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規

程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その

周知徹底を図ること。 

2. 経営トップは、事案の再発防止策を策定し、適切な安全管理体制を確立

するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管理規程第４条に基づき、

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を徹底すること等について、主体的に関与し、安全マネジメ

ント体制を適切に運営すること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

また、基準経路の遵守を確実にするための具体的な措置を講じること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第２２条及び第２３条に基づき、運航計画、

配船計画及び配乗計画の作成にあたって、船員の労働時間が法令で定め

た上限を超過しないよう考慮するなど、その安全性の確保について検討

すること。 

また、安全対策が実施されるまでの間、法令順守を前提とした減便を行

うなど必要な対策を実施すること。 

5. 船長は、安全管理規程第３１条及び運航基準第１１条に基づき、入港し

た時は、必ず運航管理者に連絡すること。 

 

 

事案８ 貨物船が他船に衝突した事故及び船舶の運航に必要な法定職員（機

関長）が乗船していない事案 

 

事業者  ： 日本塩回送株式会社（内航海運業） 

 発出年月日： 令和６年２月２７日 

 所管局  ： 関東運輸局 

 

【概要】 

令和５年３月２日午前７時頃、乗組員４名を乗せた貨物船「みさき丸」（２

８５トン）が、神奈川県川崎市東扇島沖を航行中、見張りを適切に行ってい

なかったため、他船に衝突した。乗組員に怪我は無かった。 

内航海運業法に基づく監査を実施したところ、船舶職員及び小型船舶操縦

者法で定められた法定職員（機関長）が乗船していないこと等を確認した。 

 

【命令内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、船舶職員及び小型船舶操

縦者法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則
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の徹底について、主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営

すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令等の遵守

と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を

確実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の

安全を図ること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の

安全を図ること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、自社の責任において、

船舶所有者が作成又は改定する配乗計画について、法定職員及び航海当

直体制が適切であるか確認し、支障があると認められる場合は、船舶所

有者等に対して配乗計画を改定するよう助言すること。 

6. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条及び運航基準第５条に基

づき、自社の責任において、運航中止基準に係る情報、運航の可否判断

並びに運航中止の措置等について確実に記録すること。 

7. 安全統括管理者等は、安全管理規程第３５条に基づき、自社の責任にお

いて、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を確実に構築する

こと。 

8. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４７条に基づき、自

社の責任において、運航管理補助者等に対する輸送の安全を確保するた

めに必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全教育を

定期的に実施するとともに、同規程第５０条に基づき、運航管理者にそ

の概要を記録簿に記録させること。 

9. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４９条に基づき、経

営トップの支援を得て事故処理に関する訓練を年１回以上実施すると

ともに、同規程第５０条に基づき、運航管理者にその概要を記録簿に記

録させること。 

 

 

事案９ 旅客船において、運航の可否判断が適切に行われていない事案 

 

事業者  ： 東京都観光汽船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月１８日 

 所管局  ： 関東運輸局 

 

【概要】 

令和５年９月２８日午後４時頃、東京都台東区の一般旅客定期航路「浅草

～日の出航路」において、乗組員２名、乗客１０１名を乗せた旅客船「道灌」

（１４８トン）が、同都隅田川を航行中、潮位の上昇により永代橋の橫桁に

接触した。乗客等に怪我は無かった。 
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【命令内容】 

1. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航の管理その

他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守

を確実にしてその実施の確保を図るとともに、船舶の運航に関し、船長

と協力して輸送の安全を確保すること。 

また、運航基準第２条及び第３条に規定されている潮位に係る発航及び

基準運航の可否判断基準「航路筋の各橋梁下と船上の空間が２０㎝未満」

が実効的に運用できるよう、橋梁ごとに運航中止となる潮位の限界値を

安全管理規程等に明記する等の適切な措置をとること。 

2. 船長は、安全管理規程第２４条に基づき、発航前及び基準航行中に適時、

運航の可否判断を行い、運航中止となる潮位の限界値に達するおそれが

あると認めるときは、運航中止の措置をとること。また、運航中止に係

る判断が困難であると認めるときは、運航管理者と協議すること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第２５条に基づき、運航基準の定めるとこ

ろにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長に

対して運航中止等の措置を指示すること。 

4. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、特

定の乗組員に対し、安全管理規程、海上衝突予防法等の関係法令その他

輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について、安全教育

を定期的に実施すること。 

 

 

事案１０ 旅客船が岸壁及び他船に衝突した事故 

 

事業者  ： 株式会社大洋 

（特定の範囲の人の運送をする内航不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２５日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年５月５日午後６時頃、鹿児島県西之表市の特定の範囲の人の運送

をする内航不定期航路「住吉漁港・下能野漁港～葉山漁港航路」において、

乗組員６名、乗客４０名を乗せた旅客船「馬毛島３号」（１９トン）が、機

関の不具合により、住吉漁港において岸壁及び他船に衝突した。乗客等に怪

我は無かった。 

 

【命令内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全確保のため、

関係法令と安全管理規程等の遵守、今般の事故再発防止策の策定を含む

重大な事故等に対する確実な対応について主体的に関与し、安全マネジ

メント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者は、自らの責務を再認識するとともに、安全管理規程第

１７条に基づき、安全管理規程等の遵守と安全最優先の原則を社内に徹

底させること。 

3. 運航管理者は、自らの責務を再認識するとともに、安全管理規程第１８
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条に基づき、船舶の運管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、

安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。 

4. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、同

規程第５０条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規

程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その

周知徹底を図ること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２１条、第２２条に基づき、運航する船

舶の運航計画、配船計画及び船員の配乗計画について主体的に関与し、

その安全性について検討するとともに、関係法令等の遵守を確実にする

こと。 

6. 安全統括管理者等は、安全管理規程第３８条に基づき、アルコール検知

器を用いた検査体制を早急に構築し、検査の実施及びその結果の記録を

行うこと。 

7. 船長は、安全管理規程第４０条に基づき、船体、機関、設備等の修理又

は整備を必要とする事態が生じた場合には、直ちに運航管理者に報告す

るとともに、運航継続の可否を含め、対応を協議すること。 

8. 運航管理補助者は、安全管理規程第４１条に基づき、陸上施設について

点検簿に基づいた点検を実施し、結果を記録すること。 

9. 船長は、安全管理規程第４２条、第４３条及び、事故処理基準第６条に

基づき、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保を最優先とし、

事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭に置き、人命の安全の確保のた

めの万全の措置、事故の拡大防止のための措置、旅客の不安を除去する

ための措置等必要な措置を講じること。 

10. 安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、運航

管理補助者、乗組員、陸上作業員、安全管理要員等に対し、関係法令等

及び安全管理規程について、理解しやすい具体的な安全教育を定期的に

実施し、その周知徹底を図ること。 

11. 安全統括管理者兼運航管理者は、安全管理規程第５３条に基づき、実施

した安全教育及び事故処理に関する訓練の概要を記録簿に記録するこ

と。 

12. 船長は、運航基準第１２条に基づき、入港着岸前、岸壁手前100～300m

等、入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進、舵等の点検

を実施すること。 

 

 

事案１１ フェリーが最大搭載人員を超えた旅客を乗せて運航した事案 

 

事業者  ： 五島汽船協業組合（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２８日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年３月１６日、長崎県五島市の人の運送をする不定期航路「長崎～

福江航路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和４年
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１１月１５日、フェリー「さくらⅡ」（８８３トン）が、長崎港から福江港

へ入港するまでの間、船舶安全法に基づく船舶検査証書に定められた最大搭

載人員（旅客１２名まで）を超える１４名の旅客を乗せていたこと等を確認

した。 

 

【命令内容】 

1. 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切

な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管

理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するために、船舶安全法をは

じめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、主体的に関与し、貴

組合全体の安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５１条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令及び安全

管理規程等の理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周

知徹底を図ること。 

3. 経営トップは、安全管理規程第６条及び第７条に基づき、自らが主体的

に関与して安全方針を設定、周知するとともに安全方針に沿った安全重

点施策を策定し実施すること。 

4. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理

規程の遵守を確実にすること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第２８条に基づき、出港前までに乗船した

旅客数及び車両数を船長に連絡すること。 

7. 安全統括管理者（運航管理者）は、安全管理規程第５０条に基づき、職

員に対し、安全管理規程の内容や関係法令その他輸送の安全を確保する

ために必要な事項の安全教育を定期的に実施すること。 

8. 安全統括管理者（運航管理者）は、安全管理規程第５２条に基づき、経

営トップの支援を得て、年１回以上、事故を想定した事故処理に関する

訓練を計画の上実施すること。 

9. 運航管理者は、安全管理規程第５３条に基づき、安全教育・操練・訓練

に関する記録を行うこと。 

10. 経営トップ及び安全統括管理者は、内部監査の実施体制を構築すること。

また、内部監査を実施する者は、安全管理規程第５４条に基づき、年１

回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況など、

安全マネジメント全般にわたり内部監査を実施すること。 

11. 作業基準第８条及び第１２条について、陸上作業指揮者及び船内作業指

揮者等が、出港前に旅客数が旅客定員を超えていないことを確認すると

ともに、船内作業指揮者等が、積込み作業等の終了後、出港前に乗船旅

客数及び搭載車両数を速やかに船長に報告する仕組みを構築すること。 
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事案１２ 旅客船が船舶安全法に基づく臨時検査を受検せずに運航していた

事案 

 

事業者  ： 九州商船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２８日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年８月３０日、長崎県長崎市の一般旅客定期航路「長崎～五島航路」

において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年４月１７日から

同年７月２１日までの間、旅客船「ぺがさす」（１６３トン）が、船舶安全

法に基づく臨時検査の受検義務が生じていたにもかかわらず、未受検の状態

で航行の用に供していたこと等を確認した。 

 

【命令内容】 

1. 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切

な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管

理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するために、船舶安全法をは

じめ、関係法令及び安全管理規程等の遵守について、主体的に関与し、

貴社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安全

管理規程第５１条に基づき、船舶安全法をはじめ、関係法令、安全管理

規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項に

ついて、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹

底を図ること。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶安全法をはじ

め、関係法令の守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安全

マネジメント態勢の維持に必要な情報伝達およびコミュニケーション

を確保すること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施の確保を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して

輸送の安全を確保すること。 

5. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２４条に基づき、船舶の状況が

船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、協議によ

り、運航休止等の運航計画の臨時変更の措置をとること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第４１条第３項に基づき、船長や船舶メン

テナンス担当者等から船舶の異常やそれに対する修復整備状況に関し

て報告を受けたときには、直ちにその措置に対する安全上の検討を行い、

必要に応じて修復整備を求めること。 

7. 内部監査を行う者は、安全管理規程第５５条に基づき、経営トップの支

援を得て、関係者とともに、年１回以上、船舶及び陸上施設の状況並び

に安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント態勢全般にわたる内

部監査を実施し、その内容を記録すること。  



19 

 

３ 行政指導に係る事項 

令和５年度は、事故等を起こした２４事業者に対して、輸送の安全確保に向

け、再発防止のための指導文書を発し、改善措置が講じられたことを確認しま

した。 

これら事案の概要については、以下のとおりです。 

 

事案１ 旅客船が岸壁に衝突した事故及び入港の可否判断が適切に行われて

いない事案 

 

 

事業者  ： 粟島汽船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年４月１１日 

 所管局  ： 北陸信越運輸局 

 

【概要】 

令和４年１１月１３日午後５時頃、新潟県村上市の一般旅客定期航路「岩

船～粟島航路」において、乗組員１０名、乗客２１名を乗せたフェリー

「ニューあわしま」（６５４トン）が、粟島港への着岸時、突風により船体

が圧流され、岸壁に衝突した。乗客等に怪我は無かった。 

 

 

【指導内容】 

1. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２９条及び運航基準第４条の２

に基づき、運航の可否判断の協議結果（気象、海象が運航中止基準に達

するおそれがあった場合における運航継続の措置についての判断理由）

等を記録すること。 

2. 船長は、安全管理規程第２５条及び運航基準第４条に基づき、気象、海

象の状況によらず、常時入港の可否判断を行うこと。その際、入港予定

地港内の気象、海象に関する情報を確認すること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５２条に基づき、運

航管理補助者等に対して、安全管理規程及び関係法令等について、理解

しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その概要を記録簿に記録

すること。 

4. 経営トップは、事案に対する再発防止策を策定し、適切な安全管理体制

を確立するとともに、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保

するために、安全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安全マネ

ジメント態勢を構築すること。 

5. 経営トップは、安全管理規程第２１条第２項に基づき、輸送の安全を確

保するため、関係責任者の意見を参考として、実情を踏まえた安全管理

規程の変更が必要な事項を検討のうえ、見直した安全管理規程を速やか

に届け出ること。 

6. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を社内に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確

実にすること。 
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7. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の

安全を図ること。 

 

 

事案２ 遊覧船が機関停止し、航行不能となった事故 

 

事業者  ： 山陰観光開発株式会社（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年５月１６日 

 所管局  ： 中国運輸局 

 

【概要】 

令和４年１２月１３日午前９時頃、島根県隠岐の島町の人の運送をする不

定期航路「八尾川周遊かっぱ遊覧航路」において、乗組員２名、乗客９名を

乗せた遊覧船「しげさ丸」（１．７トン）が、西郷湾内において、機関停止

により航行不能となった。乗客等に怪我は無かった。 

 

【指導内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全確保のため、

安全管理規程の遵守、重大な事故等に対する確実な対応等について、主

体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、安

全管理規程等について理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施

し、運航管理者はその概要を記録簿に記録すること。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、安全管理規程等の

遵守と安全最優先の原則を社内に徹底させること。 

4. 運航管理者は安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航の管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にして

その実施を図ること。 

5. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条及び運航基準第４条の２

に基づき、運航の可否判断及び協議の結果等を記録すること。 

6. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第３７条及び作業基準第１０条に

基づき、旅客等の遵守すべき事項について船内の旅客が見やすい場所に

掲示すること。 

7. 運航管理者は、安全管理規程第４８条及び事故処理基準第４条第３項に

基づき、事故発生時、速やかに運輸局等にその概要及び事故処理の状況

を報告し、助言を求めること。 

 

 

事案３ フェリーが桟橋に衝突した事故 

 

事業者  ： 共同フェリー株式会社（一般旅客定期航路事業） 
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 発出年月日： 令和５年５月２９日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和４年８月２４日午前８時頃、熊本県天草市の一般旅客定期航路「御所

浦～棚底・大道航路」において、乗組員３名、乗客１０名を乗せたフェリー

「ごしょうら」（１３２トン）が、与一ヶ浦港の桟橋に衝突した。乗客等に

怪我は無かった。 

 

【指導内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するた

めに、安全管理規程等の遵守、今般の事故再発防止策の策定を含む重大

な事故等に対する確実な対応について主体的に関与し、安全マネジメン

ト態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１８条及び第１９条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、安

全管理規程及び各港内の操船方法について、理解しやすい具体的な安全

教育を速やかに実施し、その周知徹底を図ること。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、安全管理規程等の

遵守と安全最優先の原則を社内に徹底させること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１９条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして

その実施を図ること。  

5. 船長は、安全管理規程第３７条に基づき、離岸後着岸するまでの間、規

定されている者以外の旅客が車両区域に立ち入ることを禁止する措置

を講ずること。加えて、船内車両誘導係員は、作業基準第１０条に基づ

き、車両の積付けの際、運転者に対して、下車させ、車両区域内にとど

まらないよう指示し、また、船内作業指揮者は、作業基準第１２条に基

づき、車両の積込みが終了したときは、作業員を指揮して航送旅客が車

両区域内に残留していないことを確認すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第４０条及び作業基準第２３条に基づき、

各港の旅客待合所等において、旅客の遵守すべき事項等に関し、乗船待

ちの旅客が視認できるよう掲示すること。 

7. 船長は、安全管理規程第４６条に基づき、自船に事故が発生したときは、

事故の状況及び講じた措置を速やかに海上保安官署等に連絡すること。

連絡にあたっては、措置への助言を求め、援助を必要とするか否かの連

絡を行うこと。 

8. 運航管理者は、安全管理規程第４７条並びに第５１条及び事故処理基準

第４条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに、運輸局及び海

上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し、助言を求めること。

報告にあたっては、事故の状況について判明したものから逐次報告する

こと。 

9. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５３条に基づき、運

航管理員等に対し、安全管理規程及び関係法令等について、理解しやす

い具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。 

10. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５５条に基づき、経
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営トップの支援を得て関係者とともに、年１回以上、全社的体制で処理

する規模の事故を想定した実践的な事故処理に関する訓練を実施する

こと。 

11. 運航管理者は、安全管理規程第５６条に基づき、実施した安全教育及び

事故処理に関する訓練の概要を記録簿に記録すること。 

12. 内部監査を行う者（安全統括管理者及び運航管理者等）は、安全管理規

程第５７条に基づき、経営トップの支援を得て、関係者とともに、年１

回以上、船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況等に対

する内部監査を実施し、その内容を記録すること。 

13. 運航管理者は、地震防災対策基準第１８条に基づき、貴社単独で又は関

係機関若しくは関係事業者と共同して、地震防災に関する教育及び訓練

を計画的に実施し、その概要を記録簿に記録すること。 

 

 

事案４ 旅客船が寄港地を抜港し、旅客を乗船させなかった事案 

 

事業者  ： 佐伯市（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年５月２９日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和４年１１月１６日、大分県佐伯市の一般旅客定期航路「蒲江～深島航

路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客船「えばあ

ぐりいん」（１８トン）が、同月１３日に、寄港地である屋形島漁港に寄港

せず、旅客を乗船させなかったこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５１条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全

管理規程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施

し、その周知徹底を図ること。 

2. 経営トップは、法令に違反した事実に対する再発防止策を策定し、適切

な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安全管

理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するために、海上運送法をは

じめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、主体的に関与し、安

全マネジメント態勢を構築すること。 

3. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底すると

ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。また、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の

安全を図ること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、運航計画を作成する場
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合は、使用船舶の性能、使用港の港勢等及び作業基準第４章に定める乗

下船作業に必要な時間について、その安全性を検討すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第３１条及び運航基準第５条に基づき、船

長と協議して、正しい各変針点間の距離及び所要時間が記載された運航

基準図を作成すること。 

7. 船長は、安全管理規程第３７条に基づき、船内巡視実施要領に従い乗組

員に旅客室等を巡視させ、旅客が遵守すべき事項の遵守状況及び異常の

有無を確認すること。 

8. 運航管理者又は運航管理補助者は、安全管理規程第３８条及び作業基準

第９条に基づき、屋形島漁港及び深島漁港において、乗船待ちの旅客に

対して、旅客の遵守事項を掲示等により周知すること。 

9. 運航管理者は、安全管理規程第４２条に基づき、陸上施設点検簿に基づ

いて、屋形島漁港及び深島漁港の係留施設等についても点検し、記録す

ること。なお、同点検簿には、確認者を記載すること。 

10. 船長は、運航基準第１１条に基づき、着岸にあたっては、桟橋又は防波

堤手前300ｍにおいて、機関後進により一旦惰行を止めてから、舵等の

点検を実施後、微速により衝撃のないよう緩やかに着岸すること。 

11. 経営トップは、７．にかかる船内巡視実施方法について、安全管理規程

第２０条に基づき、関係者の意見を参考のうえ、実情を踏まえた手順と

なるよう安全管理規程の見直しを行い、速やかに九州運輸局へ届け出る

こと。 

 

 

事案５ 旅客船が岩礁に乗り揚げた事故 

 

事業者  ： 島前町村組合（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年７月１３日 

 所管局  ： 中国運輸局 

 

【概要】 

令和５年１月２１日１８時頃、島根県隠岐郡の一般旅客定期航路「来居～

別府航路」において、乗組員２名、乗客７名を乗せた旅客船「いそかぜ」（１

９トン）が、島根県隠岐郡海士町西ノ島沖を航行中、見張りを適切に行って

いなかったため、岩礁に乗り揚げた。乗客３名が負傷（唇の裂傷等）した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１６条及び第１７条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事故の再発防止のため、同

規程第４９条に基づき、乗組員等に対し、安全管理規程及び関係法令等

について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知

徹底を図るとともに、運航管理者は、同規程第５２条に基づき、その概

要を記録簿に記録すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１６条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を組合等へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を

確実にすること。 
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3. 運航管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶の運航の管理その

他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守

を確実にしてその実施の確保を図ること。また、船舶の運航全般に関し、

船長と協力して輸送の安全を確保すること。 

4. 配乗計画を作成等する場合は、安全管理規程第２２条に基づき、運航管

理者による安全性の検討及び安全上の同意を得て、組合が決定すること。 

5. 船長は、安全管理規程第３０条に基づき、発航前検査を終え出航すると

き及び入港したとき等の場合には、必ず運航管理者に連絡すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第３６条及び作業基準第１２条に基づき、

乗船待ちの旅客に対して、旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項

について、旅客待合所又は発着場所に掲示等により周知徹底を図ること。 

7. 安全統括管理者、運航管理者及び船長は、安全管理規程第４９条に基づ

き、乗組員等に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保

するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全

教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理者は、

同規程第５２条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。 

8. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５１条に基づき、管

理者の支援を得て事故処理に関する訓練を計画し、年１回以上実施する

とともに、運航管理者は、同規程第５２条に基づき、その概要を記録簿

に記録すること。 

9. 内部監査を行う者は、安全管理規程第５３条に基づき、年１回以上、船

舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジ

メント態勢全般にわたる内部監査を行うとともに、その内容を記録する

こと。 

10. 安全統括管理者は、安全管理規程第５５条第４項に基づき、安全管理規

程を外部に公表すること。 

 

 

事案６ 事業者が必要な事業変更の届出をせずに運航していた事案 

 

事業者  ： Akita OW Service株式会社（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年９月２０日 

 所管局  ： 東北運輸局 

 

【概要】 

令和５年６月２８日、秋田県能代市の人の運送をする不定期航路「能代港

洋上風力発電設備通船航路、秋田港洋上風力発電設備通船航路」において、

海上運送法に基づく監査を実施したところ、海上運送法に基づく事業の変更

届出をせずに航路を変更し、運航していたこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するた

め、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、

主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守を
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社内へ徹底し、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

4. 船長は、安全管理規程第３０条及び運航・作業基準第１０条に基づき、

運航・作業基準に定める地点に達したときは、運航管理者又は運航管理

補助者に地点名等の事項を連絡すること。 

5. 船長は、安全管理規程第３０条及び運航・作業基準第１１条に基づき、

入港３０分前となったときに、運航管理者又は運航管理補助者に入港予

定時刻等の事項を連絡すること。 

6. 船長と運航管理者又は運航管理補助者は、安全管理規程第３０条及び運

航・作業基準第１２条に基づき、運航・作業基準に定める方法により連

絡を行うこと。 

7. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５４条に基づき、経

営トップの支援を得て事故処理に関する訓練を年１回以上実施すると

ともに、運航管理者は、同規程第５５条に基づき、その概要を記録簿に

記録すること。 

8. 運航管理者は関係者に対し、地震防災対策基準第１８条に定める地震防

災に関する教育及び訓練を計画的に実施し、その概要を記録簿に記録す

ること。 

9. 経営トップは、安全管理規程第２０条に基づき、安全管理規程（各基準

を含む）について関係の責任者の意見を参考とした上で見直しを検討し、

変更を決定した場合は速やかに東北運輸局へ届け出ること。 

 

 

事案７ 旅客船において、運航中止基準にかかる情報等を記録していない事案 

 

事業者  ： 有限会社北欧産業（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年９月２５日 

 所管局  ： 北海道運輸局 

 

【概要】 

令和５年５月１８日、北海道小樽市の人の運送をする不定期航路事業「小

樽海岸クルーズ航路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、

気象・海象等の運航中止基準にかかる情報や安全教育及び事故処理訓練の概

要等が記録されていないこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条に基づき、運航中止基準

にかかる情報を記録すること。 

2. 運航管理者又は運航管理補助者は、安全管理規程第３７条及び作業基準

第９条に基づき、旅客待合所又は発着場に旅客の遵守事項を掲示するこ

と。 

3. 船長は、安全管理規程第３７条及び作業基準第１０条に基づき、船内の

見やすい場所に旅客の遵守事項を掲示すること。 
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4. 運航管理者は、安全管理規程第５２条に基づき、実施した安全教育や事

故処理に関する訓練の概要を記録すること。 

5. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５４条に基づき、安

全管理規程（運航基準、作業基準、事故処理基準を含む。）及び運航基

準図を船舶、事務所その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できる

よう備え付けること。 

6. 船長は、運航基準第８条に基づき、速力基準表を船橋内の操作する位置

から見やすい場所に掲示すること。 

 

 

事案８ 鵜飼観覧船が中州に乗り揚げた事故及び運航の可否判断が適切に行

われていない事案 

 

事業者  ： 岐阜市（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年１０月１２日 

 所管局  ： 中部運輸局 

 

【概要】 

令和５年８月１９日午後８時頃、岐阜県岐阜市の旅客不定期航路「岐阜市

観覧船航路」において、旅客船「篝火丸」（５トン未満、乗員２名、乗客１

７名）、「絆丸」（５トン未満、乗員２名、乗客１０名）、「秋雲丸」（５

トン未満、乗員２名、乗客９名）が、急な突風を伴う豪雨により下流に流さ

れ、篝火丸が中州に乗り揚げた。篝火丸の乗客２名が負傷（打撲）した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を全従業員へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守

を確実にすること。 

2. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、観覧船の運航の管理そ

の他の輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵

守を確実にしてその実施の確保を図ること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５０条に基づき、関係法令及び安全管理規程について、理

解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図るこ

と。 

4. 船長は、安全管理規程第２５条および運航基準第３条、第４条に基づき、

気象・水象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがある

と認めるときは、運航中止の措置をとること。また、発航中止に係る判

断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難と認めるときは、

運航管理者と協議を行うこと。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２９条に基づき、気象・水象に関する情

報、その他航行の安全の確保のために必要な事項を把握し、必要に応じ

て船長に連絡すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第４５条および事故処理基準第７条に基づ
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き、船長からの連絡等によって事故の発生を知ったときは、事故処理基

準に定めるところにより必要な措置を講じること。 

 

 

事案９ 海上運送法に基づく事業として人の運送をする遊漁船兼釣船が岩場

に乗り揚げた事故 

 

事業者  ： 久原 守仁（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年１０月２６日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年３月１日午前９時頃、鹿児島県大島郡瀬戸内町の人の運送をする

不定期航路「古仁屋～生間航路」において、乗組員１名、乗客５名を乗せた

遊漁船兼釣船「源丸」（９．１トン）が、同町生間港沖を航行中、見張りを

適切に行っていなかったため、岩場に乗り揚げた。乗客等に怪我は無かった。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底するとともに、安全管理

規程の遵守を確実にすること。 

2. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航の管理及び

輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にし

てその実施を図ること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、配乗計画を作成又は改

定する場合は、関係法令に沿って必要な乗組員が確保されているか等に

ついて、その安全性を検討すること。 

4. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条に基づき、運航の可否判

断等を記録すること。 

5. 船長は、安全管理規程第４０条に基づき、船舶点検簿に基づいて、毎日

１回以上点検を実施し、記録すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第４１条に基づき、陸上施設点検簿に基づ

いて、毎日１回以上古仁屋港や生間港等の係留施設等の点検を実施し、

記録すること。 

7. 船長は、安全管理規程第４３条及び事故処理基準第４条に基づき、自船

に事故が発生したときは、速やかに海上保安官署等に連絡すること。 

8. 運航管理者は、安全管理規程第４８条及び事故処理基準第４条に基づき、

事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署に

その概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。 

9. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、運

航管理補助者に対し、安全管理規程、関係法令その他輸送の安全を確保

するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的な安全

教育を定期的に実施するとともに、運航管理者は、同規程第５２条に基

づき、その概要を記録簿に記録すること。 

10. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５１条に基づき、年
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１回以上、事故を想定した事故処理に関する訓練を実施するとともに、

運航管理者は、同規程第５２条に基づき、その概要を記録簿等に記録す

ること。 

11. 安全統括管理者は、安全管理規程第５５条に基づき、安全管理規程など、

輸送の安全にかかわる情報を船内掲示等の適宜の方法により公表する

こと。 

12. 船長は、作業基準１１条及び事故処理基準第６条に定める利用者の安全

確保及び二次災害並びに被害拡大防止対策として、救助を求めるべき事

態が発生した場合、旅客に救命胴衣を着用させること。 

13. 安全統括管理者及び運航管理者は、非常連絡表に記載の連絡先を定期的

に確認し、常時連絡ができる体制を構築すること。 

また、経営トップは、安全管理規程第２０条に基づき、安全管理規程（非

常連絡表を含む）について関係の責任者の意見を参考とした上で見直し

を検討し、変更を決定した場合は速やかに九州運輸局に届け出ること。 

 

 

事案１０ 旅客船が桟橋に接触した事故 

 

事業者  ： 安田産業汽船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和５年１２月２５日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和４年１０月３０日午後６時頃、福岡県福岡市の一般旅客定期航路「百 

道～海の中道航路」において、乗組員１名（乗客なし）を乗せた旅客船「マ

リンライナー２」（１９トン）が、博多ふ頭桟橋着桟時に突風により船体が

あおられ、桟橋に接触した。乗組員に怪我は無かった。 

 

【指導内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程に違反した事実に対する再発防止を策定し、

適切な安全管理体制を確立するとともに、事案の再発防止に向けて、安

全管理規程第４条に基づき、輸送の安全を確保するために、海上運送法

をはじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守について、主体的に関与し、

安全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底するとと

もに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして

その実施を図ること。 

4. 運航管理者は、配乗計画の作成・変更にあたり、安全管理規程第２３条

に基づき、その安性を検討すること。また、配乗計画の原案の作成、同

意、決定に至るまでの手順について、安全管理規程に明記すること。 

5. 船長は、安全管理規程第３１条第１項及び、事故処理基準第６条に基づ

き自船に事故が発生したときは、運航管理者に連絡するとともに、適切
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に損傷状況を把握すること。また、運航管理者は、事故処理基準第２条

に沿って「事故」に該当するか、その適否を適切に判断すること。 

6. 船長は、安全管理規程第４２条第２項に基づき、自船の異常を発見した

ときは、記録を取るとともに運航管理者に報告し、修復整備の措置を講

じること。 

7. 船長は、安全管理規程第４５条第１項及び事故処理基準第４条第１項に

基づき、自船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速

やかに運航管理者及び海上保安官署等に連絡し、措置への助言を求め、

援助を必要とするか否かの連絡を行うこと。 

8. 運航管理者は、安全管理規程第４６条、第５０条及び事故処理基準第４

条第３項に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに、運輸局、海

上保安官署及びその他関係機関等にその概要及び事故処理の状況を報

告し助言を求めること。なお、報告にあたっては速報を旨とし、判明し

たものから逐次報告すること。  

9. 安全統括管理者は、安全管理規程第４７条に基づき、事故の発生を知っ

たときは、事故処理基準に基づいた必要な措置をとるともに、経営トッ

プへ速報すること。 

10. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５２条に基づき、運

航管理員及び乗組員に対し、安全管理規程の内容及び、その他輸送の安

全を確保するための具体的な安全教育を実施し、その周知徹底を図るこ

と。また、教育を行ったときは、その概要を記録簿に記録すること。 

 

 

事案１１ 旅客船が船舶安全法に基づく臨時検査を受検せずに運航していた

事案 

 

事業者  ： 瀬川汽船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年１月１６日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年９月１３日、長崎県西海市の一般旅客定期航路「川内～佐世保航

路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客船「さいか

い」（１９トン）が、推進器の不具合に伴うプロペラ交換等の修理を行った

後、船舶安全法に基づく臨時検査の受検義務が生じていたにもかかわらず、

未受検の状態で航行の用に供していたこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全確保のため、

関係法令及び安全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安全マネ

ジメント態勢を適切に運営すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶安全法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するとともに、安

全管理規程の遵守を確実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理その他
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船舶による輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、船舶安全法を

はじめ、関係法令及び安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図

ること。 

4. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第５０条に基づき、年

１回以上、事故処理に関する訓練を実施するとともに、運航管理者は、

同規程第５３条に基づき、その概要を記録簿等に記録すること。 

5. 内部監査を行う者は、安全管理規程第５４条に基づき、経営トップの支

援を得て、関係者とともに、年１回以上、船舶及び陸上施設の状況並び

に安全管理規程の遵守状況等に対する内部監査を実施し、その内容を記

録すること。 

 

 

事案１２ 旅客船において、乗下船する旅客の誘導を行う船内作業員が配置さ

れていない事案 

 

事業者  ： 西尾市（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年１月３０日 

 所管局  ： 中部運輸局 

 

【概要】 

令和５年１２月８日、愛知県西尾市の一般旅客定期航路「一色～佐久島航

路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客船への乗船

時、船舶上における旅客の誘導が行われていなかったこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者は、関係法令の遵守と安全最優先の原則を各取扱所等内

部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

2. 運航管理者は、運航の管理その他輸送の安全の確保に関する業務全般を

統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。また、

船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、陸上作業員、乗組

員、安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規

程（運航基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基準を含む）、

船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他輸送の安全を確保する

ために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育

を実施し、その周知徹底を図ること。 

4. 陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業

を指揮するとともに、両者緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努める

こと。 

5. 船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、

離着岸時における諸作業を実施すること。 

 

 

事案１３ 交通船兼作業船が消波ブロックに接触した事故 
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事業者  ： 株式会社商船三井内航（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月７日 

 所管局  ： 関東運輸局 

 

【概要】 

令和５年９月１日午後４時頃、北海道石狩市の人の運送をする不定期航路

「樽川埠頭～北防波堤南端西側航路」において、乗組員２名、乗客６名を乗

せた交通船兼作業船「ＫＡＺＥＨＡＹＡ」（１１３トン）が、北海道石狩湾

新港外北防波堤において、見張りを適切に行っていなかったため、消波ブ

ロックに接触した。乗客等に怪我は無かった。 

 

【指導内容】 

1. 経営トップは、安全管理規程第４条及び５条に基づき、その責務を的確

に果たすべく、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、主体

的に関与すること。 

2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を社内に徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確

実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１５条に基づき、船舶が運航している間

は、原則として本社において勤務する等、その職務に専念できる状況に

身を置くこと。 

4. 運航管理者は、安全管理規定第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして

その実施を図るとともに、運航管理者代行、副運航管理者及び運航管理

補助者を指揮監督する等、運航の管理に関する統括責任者としての責任

を自覚し、その職務を全うすること。 

 

 

事案１４ 旅客船が航行中にエンジンから出火し、航行不能となった事故 

 

事業者  ： 薩摩川内市（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月１９日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年８月１８日午後２時頃、鹿児島県薩摩川内市の旅客不定期航路

「甑島西海岸周遊観光航路」において、乗組員２名、乗客９名を乗せた旅客

船「かのこ」（１９トン）が、同市中甑島黒瀬沖を航行中、本船の左舷エン

ジンから出火し、航行不能となった。乗客等に怪我は無かった。 

  

【指導内容】 

1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底すると

ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 
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2. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５１条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全

管理規程等の理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周

知徹底を図ること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、運航計画又は配船計画

を作成又は改定する場合は、使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交

通状況及び自然発生的性質等について、その安全性を検討すること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、配乗計画を作成又は改

定する場合は、法定職員が適切に確保されているか、乗組員が過労にな

ることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか

等について、その安全性を検討すること。 

6. 運航管理者は、安全管理規程第５１条に基づき、安全教育を行ったとき

は、その概要を記録簿に記録すること。 

7. 内部監査を行う者は、安全管理規程第５２条に基づき、船舶事業管理者

の支援を得て、関係者とともに、年１回以上、船舶及び陸上施設の状況

並びに安全管理規程の遵守状況等に対する内部監査を実施し、その内容

を記録すること。 

 

 

事案１５ 事業者が必要な事業変更の届出をせずに運航していた事案 

 

事業者  ： 大塚 道夫（人の運送をする不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２１日 

 所管局  ： 関東運輸局 

 

【概要】 

令和５年１０月１０日、千葉県香取市の人の運送をする不定期航路「上大

橋船着場～四季の花壇航路」において、海上運送法に基づく監査を実施した

ところ、海上運送法に基づく事業の変更届出をせずに使用船舶を変更して運

航していたこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１５条に基づき、安全管理規程等の

遵守と安全最優先の原則を社内に徹底させること。 

2. 運航管理者は、安全管理規程第１６条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして

その実施を図ること。 

3. 船長は、安全管理規程第２９条に基づき、長時間の航行をする場合は、

発航前点検についても出航前１回のみではなく、旅客が乗船していない

タイミングで燃料残量等も含めた点検を定期的に実施する等、点検の確

実な実施を徹底すること。 
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4. 安全統括管理者等は、安全管理規程第３３条に基づきアルコール検知器

の導入及び測定結果の数値記録を行い、併せて安全管理規程の変更（ア

ルコール検知器による測定内容の追記）を行うこと。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第４７条に基づき、教育訓練を実施した場

合には、都度、内容等の記録を行うこと。 

6. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４８条に基づき、船

舶に安全管理規程及び運航基準図を備置すること。 

7. 船長は、作業基準第１４条に基づき、旅客が乗船する際には１２歳未満

の子供が救命胴衣を確実に着用しているか確認した上で、運航すること。 

 

 

事案１６ 旅客船が船舶安全法に基づく臨時検査を受検せずに運航していた

事案 

 

事業者  ： 小値賀町（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２６日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年１２月１４日、長崎県北松浦郡小値賀町の一般旅客定期航路「笛

吹～大島・野崎航路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、

旅客船「はまゆう」（１９トン）が、同年９月１１日及び１１月１０日に、

推進器の不具合に伴うプロペラ等の修理を行った後、船舶安全法に基づく臨

時検査の受検義務が生じていたにもかかわらず、未受検の状態で航行の用に

供していたこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

 1. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全の確保のた

め、関係法令及び安全管理規程等の遵守について主体的に関与し、安

全マネジメント態勢を適切に運営すること。 

 2. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶安全法をは

じめ、関係法令の遵守と安全最優先の原則を社内へ徹底するととも

に、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

  3.  運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理その

他船舶による輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、船舶安全

法をはじめ、海事法令及び安全管理規程の遵守を確実にして、その実

施を図ること。 

  4.  船長は、安全管理規程第４３条及び事故処理基準第４条に基づき、自

船に事故が発生したときは、事故の状況及び講じた措置を速やかに海

上保安官署等に連絡し、措置への助言を求め、援助を必要とするか否

かの連絡を行うこと。 

  5.  運航管理者は、安全管理規程第４４条並びに第４８条及び事故処理基

準第４条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに、運輸局及

び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し、助言を求め

ること。なお、報告にあたっては、事故の状況について判明したもの
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から逐次報告すること。 

6.  運航管理者は、安全管理規程第５３条に基づき、実施した事故処理に

関する訓練及び安全教育の概要等について記録簿に記録すること。 

  7.  内部監査を行う者は、安全管理規程第５４条に基づき、経営トップの

支援を得て、関係者とともに、年１回以上、船舶及び陸上施設の状況

並びに安全管理規程の遵守状況等に対する内部監査を実施し、その内

容を記録すること。 

 

 

事案１７ 旅客船が基準経路を逸脱し、海苔網に乗り揚げた事故 

 

事業者  ： 鳥羽市（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２７日 

 所管局  ： 中部運輸局 

 

【概要】 

令和６年１月２０日午後７時頃、三重県鳥羽市の一般旅客定期航路「鳥羽

～神島航路」において、乗組員３名、乗客８名を乗せた旅客船「かがやき」

（７４トン）が、菅島沖を航行中、基準経路から逸脱して航行し、海苔網に

乗り揚げた。乗客等に怪我は無かった。 

 

【指導内容】 

 1. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１６条及び第１７条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第４８条に基づき、課内に対し、安全管理規程、関係法令等

について、理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知

徹底を図ること。 

2.  安全統括管理者は、安全管理規程第１６条に基づき、関係法令の遵守と

安全最優先の原則を課内へ改めて徹底するとともに、安全管理規程の遵

守を確実にすること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、船舶の運航の管理その

他輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を

確実にしてその実施を図り、また、船舶の運航に関し、船長と協力して

輸送の安全を図ることを確実に遵守できるよう、具体的な改善策を講じ

ること。 

4. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４８条に基づき、乗

組員に対して、安全管理規程、船員法、海上衝突予防法等の関係法令そ

の他輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について具体

的な安全教育を定期的に実施すること。特に海苔網等の危険（注意）箇

所を記した運航基準図の別図を都度更新し、その内容について船員に周

知、教育を行うこと。また、航海計器による船位確認等、見張りの徹底

について、安全教育を行う等、同様の事故が起きないよう、安全対策の

風化防止を図ること。 

5. 運航基準第７条に基づき、船長は、気象・海象等の状況により、基準経

路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議し、
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運航管理者は協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について

十分検討し、必要な助言又は援助を与えること、並びに、船長及び運航

管理者が基準経路の変更等に関して協議を行った場合は、同基準第１１

条に基づき、その内容を運航管理日誌、航海日誌等に記録することにつ

いて、必要な周知、教育を行う等の再発防止策を講じること。 

 

 

事案１８ 旅客船の安全統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていな

い事案 

 

事業者  ： 株式会社マリン観光開発（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２７日 

 所管局  ： 内閣府沖縄総合事務局 

 

【概要】 

令和４年６月２日、沖縄県那覇市の旅客不定期航路「那覇泊ふ頭を起終点

とする慶良間諸島周辺海域周遊航路」において、海上運送法に基づく監査を

実施したところ、選任されている安全統括管理者及び運航管理者の選任届出

がされていないこと等を確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者又は運航管理者を解任又は選任した場合は、海上運送法

に基づき、直ちに解任及び選任の届出を行うこと。 

2. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を社内に周知することについて主体的に関与すること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第４８条に基づき、安全教育及び事故処理

に関する訓練を実施したときは、その概要を記録簿に記録すること。 

 

 

事案１９ 旅客船の安全統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていな

い事案 

 

事業者  ： 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 

（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２７日 

 所管局  ： 内閣府沖縄総合事務局 

 

【概要】 

令和４年６月２日、沖縄県那覇市の旅客不定期航路「ブセナ海中公園沿岸

航路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、選任されてい

る安全統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていないこと等を確認

した。 
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【指導内容】 

1. 安全統括管理者又は運航管理者を解任又は選任した場合は、海上運送法

に基づき、直ちに解任及び選任の届出を行うこと。 

2. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を社内に周知することについて主体的に関与すること。 

3. 運航管理者は、安全管理規程第５３条に基づき、安全教育及び事故処理

に関する訓練を実施したときは、その概要を記録簿に記録すること。 

 

 

事案２０ 旅客船の安全統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていな

い事案 

 

事業者  ： 東村ふるさと振興株式会社（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２７日 

 所管局  ： 内閣府沖縄総合事務局 

 

【概要】 

令和４年７月２５日、沖縄県東村の旅客不定期航路「福上湖内周遊航路」

において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、選任されている安全

統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていないことを確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者又は運航管理者を解任又は選任した場合は、海上運送法

に基づき、直ちに解任及び選任の届出を行うこと。 

2. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を社内に周知することについて主体的に関与すること。 

 

 

事案２１ 旅客船の安全統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていな

い事案 

 

事業者  ： 株式会社宮古島東急ホテル＆リゾーツ（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２７日 

 所管局  ： 内閣府沖縄総合事務局 

 

【概要】 

令和４年７月２８日、沖縄県宮古島市の旅客不定期航路「与那覇沖遊覧航

路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、選任されている

安全統括管理者及び運航管理者の選任届出がされていないことを確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者又は運航管理者を解任又は選任した場合は、海上運送法
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に基づき、直ちに解任及び選任の届出を行うこと。 

2. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を社内に周知することについて主体的に関与すること。 

 

 

事案２２ 旅客船の運航管理者の選任届出がされていない事案 

 

事業者  ： 合資会社浦内川観光（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２７日 

 所管局  ： 内閣府沖縄総合事務局 

 

【概要】 

令和４年７月２９日、沖縄県八重山郡竹富町の旅客不定期航路「浦内川河

口～軍艦岩航路」において、海上運送法に基づく監査を実施したところ、選

任されている運航管理者の選任届出がされていないことを確認した。 

 

【指導内容】 

1. 安全統括管理者又は運航管理者を解任又は選任した場合は、海上運送法

に基づき、直ちに解任及び選任の届出を行うこと。 

2. 経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、事案の再発防止に向けて

輸送の安全を確保するため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最

優先の原則を社内に周知することについて主体的に関与すること。 

 

 

事案２３ 旅客船が浸水し、航行不能となった事故 

 

事業者  ： 九州郵船株式会社（一般旅客定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２８日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年１２月１２日午前８時頃、福岡県福岡市博多区の一般旅客定期航

路「博多～壱岐～対馬航路」において、乗組員５名、乗客４７名を乗せた旅

客船「ヴィーナス２」（１６３トン）が、魚釣埼沖を航行中、急な高波が発

生し、船体が波の谷間に落ちたことが原因で、１階客室前方にあるストラッ

ト点検口より海水が船内に流入し、本船機関が一時停止した結果、航行不能

となった。乗客６名が負傷（頸部捻挫等）した。 

 

【指導内容】 

 1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底すると

ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

2. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸
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送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第５１条に基づき、海上運送法をはじめ、関係法令及び安全

管理規程等についての理解しやすい具体的な安全教育を速やかに実施

し、その周知徹底を図ること。 

4. 運航管理者及び船長は、安全管理規程第２９条及び運航基準第５条の２

に基づき、運航中止基準に係る情報、運航の可否判断並びに運航中止の

措置について確実に記録すること。 

5. 運航管理者は安全管理規程第３０条に基づき、運航日当日において、気

象・海象に関する情報を必ず把握した上、必要に応じ船長へ連絡するこ

と。 

6. 船長は、安全管理規程第４１条に基づき、船舶の点検中に異常を発見し

たとき又はメンテナンスチームから船舶の異常に関する情報を受けた

時には、直ちに運航管理者へ異常のある箇所、及びその状況並びにそれ

に対して講じた措置等について報告すること。また、メンテナンスチー

ムは、船舶に対して講じた措置について、船長、運航管理者への情報共

有を徹底すること。  

 

 

事案２４ 旅客船が堤防に衝突した事故 

 

事業者  ： 宿輪 良雄（旅客不定期航路事業） 

 発出年月日： 令和６年３月２８日 

 所管局  ： 九州運輸局 

 

【概要】 

令和５年１月４日午後８時頃、長崎県五島市の旅客不定期航路「奈留五島

一円航路」において、乗組員１名、乗客４名を乗せた旅客船「五島（３号）」

（９．７トン）が、五島市福江港へ入港後、港内徐行中に堤防に衝突した。

乗客４名が負傷（頸部捻挫等）した。 

 

【指導内容】 

 1. 安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、海上運送法をはじ

め、関係法令の遵守と安全最優先の原則を職員及び乗組員に徹底すると

ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。 

2. 運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航管理及び輸

送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、

その実施を図ること。 

3. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第１７条及び第１８条

に基づく自らの責務を再認識するとともに、事案の再発防止のため、安

全管理規程第４９条に基づき、運航管理補助者等に対し、関係法令、安

全管理規程及びその他輸送の安全を確保するために必要と認められる

事項として、特に航海中の航海機器の適切な使用方法について、理解し
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やすい具体的な安全教育を速やかに実施し、その周知徹底を図るととも

に、運航管理者は、同規程第５１条に基づき、その概要を記録簿に記録

すること。 

4. 運航管理者は、安全管理規程第４０条に基づき、陸上施設点検簿に基づ

いて、毎日１回以上、各港の係留施設等の点検を実施し、記録すること。 

5. 運航管理者は、安全管理規程第４７条及び事故処理基準第４条に基づき、

事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局等及び海上保安官署に

その概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。 

6. 安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程第４９条に基づき、運

航管理補助者等に対し、関係法令、安全管理規程及びその他輸送の安全

を確保するために必要と認められる事項について、理解しやすい具体的

な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図るとともに、運航管理

者は、同規程第５１条に基づき、その概要を記録簿に記録すること。 

7. 安全統括管理者は、安全管理規程第５３条に基づき、安全管理規程など、

輸送の安全にかかわる情報を船内掲示等の適宜の方法により公表する

こと。 


